
（参考） 

教育職員免許法第５条第１項 

 第３号 禁錮以上の刑に処せられた者 

第４号 第 10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失

い、当該失効の日から３年を経過しない者 

第５号 第 11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処

分の日から３年を経過しない者 

第６号 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ※第３号の「禁錮以上の刑に処せられた者」には次の者を含みます。 

  ・禁錮以上の刑の執行猶予の言い渡しを受け、執行猶予期間中の者 

  ・禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たときから、罰金以上の刑に処

せられることなく 10 年を経過するまでの間にある者 


